
　
所
得
の
申
告
書
は
、市
・
県
民
税
の

課
税
、国
民
健
康
保
険
料
・
介
護
保
険

料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
な
ど

の
算
定
や
所
得
証
明
書
の
交
付
に
必

要
な
資
料
で
す
。

　
申
告
会
場
の
駐
車
場
は
混
雑
す
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。で
き
る
だ

け
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
て
く
だ

さ
い
。

所
得
税
の
還
付
申
告
の
対
象
の
人

①
給
与
所
得
者
で
、医
療
費
控
除
や「
ふ

る
さ
と
納
税
」な
ど
の
寄
附
金
控
除

な
ど
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
人

②
給
与
所
得
者
や
公
的
年
金
受
給
者

で
、源
泉
徴
収（
天
引
き
）さ
れ
た

所
得
税
額
が
納
め
過
ぎ
と
な
る
人

③
給
与
所
得
者
で
、年
の
途
中
で
退

職
し
た
な
ど
の
理
由
で
年
末
調
整

を
受
け
て
い
な
い
人
　
な
ど

所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
人

①
所
得
の
合
計
額
か
ら
扶
養
控
除
や

生
命
保
険
料
控
除
そ
の
ほ
か
の
所

得
控
除
の
合
計
額
を
引
い
て
計
算

し
た
税
額
が
、住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除
額
そ
の
ほ
か
の
税
額
控
除

の
金
額
よ
り
多
い
人

②
給
与
収
入
が
２
千
万
円
を
超
え
る

人
③
給
与
を
１
カ
所
か
ら
受
け
、そ
の

ほ
か
の
所
得
の
合
計
額
が
20
万
円

を
超
え
る
人

④
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
、

年
末
調
整
さ
れ
な
か
っ
た
分
の
給

与
収
入
と
、給
与
・
退
職
以
外
の
所

得
の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
る

人
な
ど

※

年
金
所
得
者
で
Ａ
、Ｂ
の
い
ず
れ

に
も
当
て
は
ま
る
人
は
、確
定
申

告
書
を
提
出
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

Ａ
公
的
年
金
等
の
年
間
収
入
金
額
が

４
０
０
万
円
以
下

Ｂ
公
的
年
金
等
に
か
か
る
雑
所
得
以

外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下

※

所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
場
合
は

こ
れ
ま
で
と
同
様
に
申
告
が
必
要

で
す
。

※

所
得
税
が
還
付
に
な
ら
な
い
人
で

も
、申
告
し
て
い
な
い
控
除（
天
引

き
さ
れ
て
い
な
い
社
会
保
険
料
や

生
命
保
険
料
、扶
養
控
除
な
ど
）が

あ
る
場
合
は
、申
告
を
す
る
こ
と

で
、市
・
県
民
税
が
減
額
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
人

　
平
成
27
年
１
月
１
日
現
在
、市
内

に
住
ん
で
い
る
人
は
、市
・
県
民
税

の
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。た
だ
し
次
の
①
〜
④
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
人
は
申
告
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

①
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
提
出
す

る
人

②
勤
務
先
か
ら
給
与
支
払
報
告
書
が

市
に
提
出
さ
れ
て
い
る
人
で
、そ

れ
以
外
に
所
得
の
な
い
人

③
公
的
年
金
の
支
払
者
か
ら
公
的
年

金
支
払
報
告
書
が
市
に
提
出
さ
れ

て
い
る
人
で
、そ
れ
以
外
の
所
得

が
な
い
人

④
市
・
県
民
税
の
非
課
税
基
準
に
該

当
す
る
人
　
○
扶
養
親
族
の
な

い
人
＝
合
計
所
得
金
額
が
28
万

円
以
下
　
○
扶
養
親
族
の
あ
る

人
＝
合
計
所
得
金
額
が
28
万
円

×

（
１
＋
扶
養
人
数
）＋
16
万
８
千

円
以
下

市
の
会
場
で
受
付
で
き
な
い
申
告

　
次
の
申
告
は
多
治
見
税
務
署
で
の

み
受
け
付
け
ま
す
。

○
営
業
所
得
、農
業
所
得
や
不
動
産

所
得
が
あ
り
、収
支
内
訳
書
を
作

成
し
て
い
な
い

○
青
色
申
告
、損
失
申
告
、先
物
取
引

の
申
告
、譲
渡
所
得（
株
式
・
土
地

建
物
の
売
買
）の
申
告

○
消
費
税
・
贈
与
税
の
申
告

○
所
得
税
の
住
宅
関
連
の
控
除
を
初

め
て
申
告
す
る

○
国
外
で
生
じ
た
所
得
の
あ
る
人

○
過
年
度
分（
平
成
25
年
分
以
前
の

申
告
）

自
分
で
申
告
書
を
作
成・提
出

　
確
定
申
告
書
は
、国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の「
確
定
申
告
書
等
作
コ
ー

ナ
ー
」で
作
成
で
き
ま
す
。自
分
で
申

告
書
を
作
成
し
、郵
送
ま
た
は
直
接

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
先
　
○
所
得
税
の
確
定
申
告
書

＝（
〒
５
０
７-

８
７
０
６
　
多
治

見
市
白
山
町
一
丁
目
29
番
地
１
　

多
治
見
税
務
署
）

○
市
・
県
民
税
の
申
告
書
＝（
〒
５
０

９-

０
２
９
２
　
可
児
市
広
見
一

丁
目
１
番
地
　
可
児
市
役
所
税
務

課
市
民
税
係
）

※

確
定
申
告
用
紙
は
多
治
見
税
務
署

に
あ
り
ま
す
。市
税
務
課
や
各
連

絡
所
で
は
市
・
県
民
税
の
申
告
用

紙
と
合
わ
せ
て
、１
月
26
日（
月
）

以
降
に
準
備
し
ま
す
。

問
合
先
　
多
治
見
税
務
署
　☎
０
５

７
２
○22
０
１
０
１
ま
た
は
市
税

務
課

多
治
見
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

平
成
27
年
１
月
か
ら
相
続
税
の
基
礎

控
除
が
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た

　
詳
し
い
内
容
は
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、税
務
署
の
電
話
相
談
セ
ン

タ
ー
で
相
談
で
き
ま
す
。税
務
署
に

電
話
し
て
、自
動
音
声
案
内
か
ら「
１
」

を
、次
に
相
続
税
の「
２
」を
選
択
し
て

く
だ
さ
い
。

に
せ
税
理
士
に
注
意

　
税
理
士
を
探
す
場
合
は
、日
本
税

理
士
連
合
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
税

理
士
情
報
検
索
サ
イ
ト
」で
税
理
士

な
ど
を
検
索
で
き
ま
す
。

問
合
先
　
多
治
見
税
務
署

　☎
０
５
７
２
○22
０
１
０
１

兼
山
町
商
工
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

専
門
家
に
よ
る
無
料
税
務
相
談

　
兼
山
町
商
工
会
で
は
事
業
所
得
者

等
の
帳
簿
お
よ
び
様
々
な
税
に
関
す

る
相
談
を
無
料
で
実
施
し
ま
す
。

期
日
　
①
１
月
20
日（
火
）

　
　
　
②
２
月
４
日（
水
）

　
　
　
③
２
月
17
日（
火
）

時
間
　
午
前
９
時
〜
正
午

場
所
　
兼
山
町
商
工
会
館（
兼
山
公

　
民
館
内
）

申
込・問
合
先
　
同
商
工
会
事
務
局

　☎
○59
２
１
１
７

申告に必要なもの

共通　
○印鑑（スタンプ印でないもの）
○所得税が還付になる人は、本人名義の預金通帳
収入の分かるもの
○給与や年金の所得があった人→勤務先や日本年金機構、公的
年金基金などが発行した「源泉徴収票」

○報酬、配当などの所得があった人→支払金額が分かる「支払調
書」、「支払通知書」

○営業、農業または不動産などの所得があった人→「収支内訳書」
○生命保険や損害保険契約に基づく一時金、満期返戻金を受け
取った場合→支払金額、掛金の分かるものなど

控除するためのもの
○国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料を支
払っている人→支払金額の分かるもの

○国民年金や国民年金基金に加入し保険料を支払っている人
→「支払証明書」

○生命保険料、地震保険料などを支払っている人→「支払証明書」
○配偶者特別控除を受ける人→配偶者の平成26年中の所得金
額の分かるもの

○本人や扶養親族で障がいなどのある人がいる場合→「障害者
手帳」、「福祉手帳」、「療育手帳」など

○要介護認定を受けている人→市高齢福祉課発行の「障害者控
除対象者認定書（※市の申告会場では不要）」

○勤労学生控除を受ける人→「学生証」または「在学証明書」
○医療費控除を受ける人→「医療費の領収書」、「医療費の明細
書」、保険金などの補てん金額のある人は、補てん金額の分か
るもの。おむつを使用している人は、「おむつ使用証明書」と
「おむつの領収書」など
※「医療費の明細書」の用紙は国税庁ホームページや市税務課で
入手できます。任意の様式でも可。

※ 医療費の合計金額をあらかじめ計算の上、来場してくださ
い。計算していないと案内が遅くなることがあります。　

○住宅借入金等特別控除を受ける人（２年目以降）→「借入金の
年末残高証明書の原本」と「給与所得者の（特定増改築等）住宅
借入金等特別控除申告書」 

○寄附金控除を受ける人→募金団体が交付した寄附金の領収
書や受領書

所
得
税
と
市
・
県
民
税

申
告
は
正
し
く
期
限
内
に

平
成
26 
年
分
所
得
税
の
還
付
申
告
期
間
は
、２
月
６
日（
金
）〜
13
日（
金
）、

平
成
26 
年
分
確
定
申
告
と
平
成
27 
年
度
市・県
民
税
の
申
告
期
間
は
、２
月
16
日（
月
）〜
３
月
16
日（
月
）で
す
。

申
告
は
正
し
く
期
限
内
に
お
願
い
し
ま
す
。

広報かに  2015.1.15　23　広報かに  2015.1.15

申告内容 申告会場 月日（※土日祝日を除く） 対象地区
還付申告のみ 総合会館（市役所向かい） ２月 ６ 日（金）～13日（金） 全域

還付申告
確定申告
市・県民税
の申告

総合会館 ２月16日（月）～３月16日（月） 全域

春里公民館
２月19日（木） 矢戸・坂戸・長洞
２月20日（金） 塩・塩河・美里ケ丘・室原

桜ケ丘公民館 ２月24日（火） 桜ケ丘・皐ケ丘・桂ケ丘・星見台
土田公民館 ２月25日（水） 土田
今渡公民館 ２月26日（木） 今渡
平牧公民館 ２月27日（金） 羽崎・緑ケ丘・二野

帷子公民館

３月 ３ 日（火） 光陽台・虹ケ丘・帷子新町
３月 ４ 日（水） 愛岐ケ丘・緑・鳩吹台
３月 ５ 日（木） 若葉台・菅刈・西帷子
３月 ６ 日（金） 長坂・東帷子

申告会場および日程表

税務署職員、税理士による無料相談　２月17日（火）～19日（木）、 24日（火）～26日（木）

受付時間　午前９時～午後４時
※申告期間の前半や週の始め、午前中は申告会場の混雑が予想されますので、注意してください。
※市の会場は税務署から許可を得て申告期間中のみ開設します。
※期間中は税務課窓口（市役所内）では相談などは受け付けできません。

今年は、総合会館の申告会場には税務署の職員は常駐しません。
上記の日程のみ税理士２人と税務署職員１人が待機します。詳しい相談をしたい場合は、多治見税務署で申告してください。


